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〔
書
　
評
〕

纐
纈
厚
著
『
日
本
降
伏
─
迷
走
す
る
戦
争
指
導
の
果
て
に

─
』

藤　

田　

貞　

一　

郎

一　

本
書
の
貢
献

第
二
次
大
戦
に
お
け
る
日
本
降
伏
の
正
式
文
書
。
一
九
四
五
（
昭

和
二
〇
）
年
九
月
二
日
、
東
京
湾
に
停
泊
中
の
米
艦
ミ
ズ
ー
リ

号
上
で
、
日
本
側
外
相
重
光
葵
・
参
謀
総
長
梅
津
美
治
郎
、
連

合
国
側
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
以
下
の
各
国
代
表
が
調
印
。
ポ
ツ
ダ
ム

宣
言
の
正
式
受
諾
、
戦
闘
行
為
の
停
止
、
日
本
の
統
治
権
は
連

合
国
最
高
司
令
官
（SCA

P

ス
キ
ャ
ッ
プ
）
の
も
と
に
従
属
す
る

こ
と
な
ど
を
規
定
し
た
。

　

右
は
、『
新
版 

角
川
日
本
史
辞
典
』（
角
川
書
店
、
一
九
九
六
年
）
の

該
項
目
（
降
伏
文
書
）
の
引
用
で
あ
る
。
─
本
書
の
三
〇
四
頁
に
周
知

の
写
真
あ
り
─
。
こ
の
認
識
は
基
本
的
重
要
事
で
あ
り
、
本
書
の
表

題
は
、
こ
の
点
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
も
の
で
、
私
も
言
い
知
れ
ぬ
関

心
を
抱
き
一
読
し
た
。
八
月
一
五
日
以
前
と
以
後
の
関
連
文
献
を
博

く
渉
猟
し
た
本
書
は
、
極
め
て
重
要
な
学
問
上
の
成
果
で
あ
る
こ
と

疑
い
な
い
。
だ
が
、「
は
じ
め
に
」
の
部
で
左
の
よ
う
に
記
述
し
、
今

日
の
通
説
に
従
っ
て
い
る
の
は
、
ま
こ
と
に
残
念
で
あ
る
。

そ
れ
（
満
洲
事
変
の
こ
と
、
藤
田
注
）
は
、
戦
後
の
歴
史
研
究
の

な
か
で
「
日
中
一
五
年
戦
争
」
と
呼
称
さ
れ
る
、
日
本
と
中
国

の
長
い
戦
争
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
満
州
事
変
は
、
次
い
で
日

中
全
面
戦
争
（
一
九
三
七
年
七
月
七
日
）
に
発
展
し
、
一
九
四
一

（
昭
和
一
六
）
年
一
二
月
八
日
、
対
英
米
戦
争
（
＝
太
平
洋
戦
争
）
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と
続
い
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
戦
争
を
一
括
り
に
し
て
「
ア
ジ
ア

太
平
洋
戦
争
」
と
す
る
呼
び
方
が
段
々
と
普
及
し
て
き
た
（
一

頁
─
以
下
い
ず
れ
も
本
書
の
該
当
頁
を
示
す
こ
と
に
す
る
）

　
「
日
本
の
戦
争
指
導
の
主
体
と
、
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
い
と

思
う
」
や
、「
日
本
の
戦
争
指
導
を
追
う
こ
と
は
、
戦
前
期
日
本
国
家

自
体
が
抱
え
た
矛
盾
や
課
題
を
指
摘
す
る
こ
と
に
も
な
る
は
ず
で
あ

る
。
こ
れ
は
本
書
を
貫
く
基
調
で
あ
る
。」（
二
頁
）
と
言
う
本
書
が
、

通
説
に
た
だ
従
う
感
が
あ
る
の
は
、
残
念
と
い
う
ほ
か
な
い
。
丸
山

眞
男
が
不
朽
の
名
著
『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』
で
「
無
責
任
の

体
系
」
と
名
付
け
た
、
明
治
期
以
後
の
臣
民
国
家
日
本
社
会
の
特
質

を
解
明
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
で
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
天
皇
の
政
治
権
力
は
敗
北
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
が
、
天
皇
の
権
威

は
聖
断
と
い
う
政
治
的
儀
式
に
よ
っ
て
逆
に
倍
加
さ
れ
る
機
会
を
与

え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。」「
聖
断
は
戦
争
責
任
を
棚
上
げ
し
た
ば
か
り

か
、
天
皇
制
機
構
を
戦
後
に
お
け
る
新
国
家
体
制
へ
ス
ラ
イ
ド
さ
せ

る
う
え
で
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
こ
と
で
あ
る
。」（
三
〇
二
頁
）
と
、

戦
後
を
も
射
程
距
離
内
に
収
め
た
、
ま
こ
と
に
見
事
と
し
か
言
い
よ

う
の
な
い
、
極
め
て
犀
利
な
分
析
・
記
述
が
あ
る
が
、
私
は
訓
詁
学

を
方
法
論
と
し
て
、
以
下
、
本
書
の
貢
献
を
望
蜀
の
念
を
交
え
な
が

ら
概
説
し
た
い
。

　

第
一
章　

開
戦
を
躊た
め
ら躇
う
～
入
り
乱
れ
る
思
惑
～
は
、「
一
九
四
五

年
八
月
一
五
日
の
日
本
降
伏
に
至
る
道
程
は
、
近
代
日
本
政
治
の
実

態
を
余
す
こ
と
な
く
示
す
。」
と
し
て
、「
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
、

混
乱
と
対
立
の
背
景
に
は
、
戦
争
終
結
の
た
め
の
国
家
戦
略
な
り
、
強

力
な
指
導
者
が
不
在
で
あ
っ
た
と
い
う
日
本
の
権
力
構
造
の
複
雑
さ
、

あ
る
い
は
特
殊
性
が
あ
っ
た
。」
と
し
て
、「
一
体
、
戦
争
終
結
の
担

い
手
は
、
誰
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ

る
。」（
一
一
頁
）
と
明
言
す
る
。
第
八
章
で
扱
う
重
臣
・
宮
中
グ
ル
ー

プ
に
支
え
ら
れ
た
天
皇
の
聖
断
へ
向
か
う
方
向
が
示
唆
さ
れ
る
。
本

章
で
は
「
日
本
海
軍
の
首
脳
た
ち
の
時
局
認
識
が
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、「
高た
か

木ぎ

惣そ
う

吉き
ち

史
料
」（
一
三
頁
）
を
参
考

に
す
る
」
─
高
木
は
海
軍
大
佐
、
後
に
少
将
に
昇
進
─
。
こ
こ
で
、

「
海
軍
の
国
家
目
標
」
は
、「
海
軍
は
明
治
建
軍
か
ら
始
ま
る
陸
海
軍

の
懸
案
事
項
で
も
あ
っ
た
陸
軍
の
「
大
陸
国
家
論
」
と
海
軍
の
「
島

帝
国
論
」
と
を
め
ぐ
る
論
争
の
延
長
上
に
、
陸
軍
の
国
家
戦
略
に
不

同
意
を
示
す
。」（
二
五
頁
）
と
、
八
月
一
五
日
に
至
る
迄
の
、
陸
軍

と
海
軍
の
不
和
の
基
本
線
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

海
軍
も
ま
た
「
一
、
日
支
事
変
の
速
戦
即
決
、
一
、
事
変
後
に
於

け
る
日
満
支
三
国
互
助
連
環
体
制
の
整
備
」（
二
二
頁
）
を
構
想
す
る

所
が
あ
り
、「
開
戦
に
躊
躇
す
る
天
皇
」（
三
七
頁
）、「
天
皇
の
苛
立



207

ち
」（
四
四
頁
）
を
生
み
出
す
。

　

こ
こ
で
漢
語
由
来
の
臣
民
国
家
日
本
の
天
皇
と
は
、
い
か
な
る
存

在
で
あ
っ
た
か
と
い
う
重
要
な
基
本
課
題
が
出
て
来
ざ
る
を
得
な
い
。

　

第
二
章　

迷
走
の
始
ま
り
～
陸
海
軍
間
の
角
逐
と
妥
協
～
は
、
及

川
海
相
の
和
戦
併
用
論
を
取
り
上
げ
、「
東
条
の
交
渉
継
続
否
定
論
と

及
川
の
い
わ
ば
和
戦
併
用
論
は
、
い
ず
れ
も
交
渉
妥
結
の
た
め
に
陸

海
軍
の
一
致
し
た
対
応
を
期
待
し
て
い
た
近
衛
」（
四
八
頁
）
の
動
き

を
描
き
、「
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
も
九
月
に
入
る
と
、
近
衛
の

日
米
交
渉
に
か
け
る
期
待
感
は
確
実
に
薄
ら
い
で
い
く
。
近
衛
首
相

は
、
同
年
九
月
末
に
富と
み

田た

健け
ん

治じ

内
閣
書
記
官
長
や
鈴す
ず

木き

貞て
い

一い
ち

企
画
院

総
裁
ら
と
の
懇
談
の
席
上
、「
国
交
調
整
も
捗は
か

取ど

ら
ず
国
内
状
勢
も
逼

迫
し
政
権
投
出
し
が
出
来
れ
ば
こ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
が
」
と

内
閣
総
辞
職
の
気
持
ち
あ
る
こ
と
を
吐
露
し
て
い
た
。」（
四
六
頁
）

と
、
状
況
を
説
明
。
つ
い
で
、「
東
条
英
機
へ
の
大
命
降
下
」（
五
三

頁
）
に
よ
り
、
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
一
〇
月
一
八
日
東
条
内
閣

が
成
立
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
天
皇
は
日
米
交
渉
へ
の
悪
影
響
を
熟

知
し
な
が
ら
、（
中
略
）
ま
さ
に
そ
の
時
期
に
最
強
の
撤
兵
反
対
論
者

を
首
相
に
選
任
し
た
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
な
か
に
、
日
米
開
戦
へ

の
天
皇
の
意
思
が
示
さ
れ
て
い
る
、
と
捉
え
ら
れ
て
も
仕
方
の
な
い

こ
と
で
あ
っ
た
。」（
五
七
頁
）
と
、
著
者
は
明
言
し
、
八
月
一
五
日

の
聖
断
に
至
る
迄
の
度
重
な
る
天
皇
の
躊
躇
の
動
き
を
先
取
り
し
て

記
述
す
る
。「
ま
さ
に
東
条
は
、
天
皇
の
忠
実
な
代
行
者
で
あ
っ
た
。」

（
六
二
頁
）
の
だ
が
、
こ
こ
で
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
問
題
が
あ

る
。
著
者
も
言
う
「
無
論
、
天
皇
制
国
家
機
構
の
原
理
で
あ
る
権
力

の
分
立
性
」（
五
二
頁
）
と
い
う
言
説
で
あ
る
。
果
し
て
そ
う
な
の
か
。

こ
こ
で
肝
心
な
の
は
統
帥
権
で
あ
る
。『
新
版 

角
川
日
本
史
辞
典
』

の
該
当
項
目
か
ら
引
用
す
る
。

軍
隊
を
指
揮
・
命
令
す
る
機
能
。『
大
日
本
帝
国
憲
法
第
十
一

条
』
に
お
い
て
天
皇
の
大
権
と
規
定
。
統
帥
権
の
行
使
は
国
務

大
臣
の
輔
弼
や
議
会
の
拘
束
を
う
け
ず
、
天
皇
み
ず
か
ら
が
独

立
し
て
運
用
す
る
こ
と
か
ら
「
統
帥
権
の
独
立
」
と
称
さ
れ
た
。

天
皇
の
統
帥
権
を
輔
翼
す
る
の
は
お
も
に
軍
令
機
関
（
参
謀
本

部
・
軍
令
部
）
で
あ
る
が
、
陸
・
海
軍
大
臣
に
も
軍
令
機
関
の
長

と
同
じ
く
帷
幄
上
奏
権
が
あ
た
え
ら
れ
、
統
帥
権
輔
翼
機
関
と

し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
国
務
の
輔
弼
と
は
異

な
り
、
統
帥
権
は
軍
令
機
関
等
に
委
任
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
そ
の
長
は
天
皇
の
命
令
の
伝
達
者
の
地
位
に
あ
っ

た
。

　

天
皇
を
大
元
帥
と
称
す
る
表
現
も
生
れ
て
来
る
。

　
「「
日
本
降
伏
」
と
い
う
厳
然
た
る
事
実
の
な
か
で
、「
八
月
一
五
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日
」
を
「
終
戦
」
と
す
る
価
値
中
立
的
な
呼
称
で
、「
日
本
敗
北
」
の

歴
史
事
実
を
記
憶
に
留
め
て
お
く
べ
き
責
務
の
よ
う
な
も
の
を
私
た

ち
は
放
棄
し
て
は
な
ら
な
い
。」（
三
一
二
、
三
一
三
頁
）
と
「
お
わ
り

に
」
で
著
者
は
記
し
て
い
る
が
、
私
は
八
月
一
五
日
の
聖
断
は
決
し

て
価
値
中
立
的
な
呼
称
で
は
あ
り
得
な
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
大
元

帥
た
る
天
皇
が
全
軍
に
戦
闘
停
止
命
令
を
出
し
た
こ
と
を
示
す
だ
け

で
、
そ
の
点
で
臣
民
国
家
日
本
の
特
質
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
日

本
降
伏
は
あ
く
ま
で
も
、
九
月
二
日
の
降
伏
文
書
の
調
印
に
よ
っ
て
、

国
際
上
公
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

第
三
章　

混
乱
を
深
め
る
～
硬
直
す
る
戦
争
指
導
～
は
、「
海
軍
と

し
て
は
、
こ
の
政
局
の
変
転
の
な
か
で
陸
軍
の
流
れ
に
乗
る
こ
と
で
、

陸
軍
と
の
対
立
を
回
避
す
る
こ
と
が
最
も
優
先
す
べ
き
課
題
で
あ
っ

た
。」（
六
五
頁
）
と
し
て
、
混
乱
を
深
め
る
日
本
の
戦
争
指
導
体
制

を
描
く
。「
一
八
七
八
（
明
治
一
一
）
年
一
二
月
の
参
謀
本
部
の
設
置

を
契
機
と
す
る
、
軍
政
機
関
（
＝
陸
軍
省
）
と
軍
令
機
関
（
＝
参
謀
本

部
）
と
の
機
構
的
・
機
能
的
分
離
は
、
そ
の
後
に
お
い
て
軍
事
機
構

の
政
治
機
構
か
ら
独
立
を
方
向
づ
け
た
点
で
重
大
な
事
件
で
あ
っ

た
。」
と
指
摘
し
、「
軍
令
権
（
＝
統
帥
権
）
の
軍
政
権
か
ら
の
分
離
」

を
意
味
す
る
「
統
帥
権
の
独
立
」（
七
四
頁
）
を
、
重
要
な
史
実
と
す

る
。

　

そ
の
上
で
「
政
戦
両
略
の
不
一
致
、
あ
る
い
は
国
務
と
統
帥
の
対

立
・
抗
争
こ
そ
多
元
的
国
家
機
構
を
特
徴
と
す
る
天
皇
制
国
家
の
矛

盾
が
露
呈
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
矛
盾
を
克
服
す
る

方
法
は
、
天
皇
の
権
威
に
依
拠
す
る
ほ
か
な
く
、
戦
争
指
導
体
制
の

混
乱
・
不
統
一
と
い
う
問
題
と
同
時
に
、
そ
こ
に
強
力
な
戦
争
指
導

を
遂
行
す
る
真
の
実
力
者
と
し
て
の
天
皇
お
よ
び
天
皇
側
近
連
の
存

在
が
戦
争
末
期
に
浮
上
し
て
く
る
素
地
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。」（
七

六
頁
）
と
、
爾
後
の
展
開
を
与
示
す
る
。
先
に
触
れ
た
統
帥
権
の
独

立
は
、
ま
こ
と
に
重
要
な
機
構
上
の
事
実
で
あ
り
、
東
条
打
倒
を
め

ぐ
っ
て
も
、「
そ
の
過
程
で
東
条
側
に
せ
よ
、
反
東
条
側
に
せ
よ
、
他

方
を
圧
倒
す
る
た
め
に
は
、
結
局
、
天
皇
と
い
う
絶
対
的
権
威
に
頼

る
し
か
方
法
が
な
く
、
あ
ら
た
め
て
天
皇
の
実
質
的
な
意
味
に
お
け

る
権
限
の
強
大
性
と
絶
対
性
が
認
識
さ
れ
、
こ
れ
以
後
の
「
終
戦
」

工
作
過
程
に
お
い
て
も
、
こ
の
天
皇
の
権
威
と
権
限
を
ど
う
現
実
の

政
治
過
程
に
活
用
し
て
い
く
か
が
、
大
き
な
焦
点
と
な
っ
て
い
く
こ

と
を
あ
ら
た
め
て
予
測
さ
せ
た
」（
一
一
三
頁
）
と
、
言
う
。
た
だ
し
、

私
は
「
敗
戦
過
程
と
聖
断
に
よ
る
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
＝
無
条
件

降
伏
の
決
定
と
い
う
流
れ
」（
一
一
四
頁
）
と
す
る
著
者
の
見
解
は
、
万

世
一
系
の
天
皇
を
護
持
す
る
国
体
維
持
を
最
後
迄
守
り
抜
い
た
史
実

を
軽
視
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
る
と
思
う
。
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第
四
章　

抗
争
を
繰
り
返
す
～
迷
走
す
る
戦
争
指
導
～
は
、「（
東

条
内
閣
─
藤
田
注
）
退
陣
の
方
向
に
向
け
る
条
件
づ
く
り
が
必
要
な
こ

と
」
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
、「
天
皇
は
退
位
し
て
皇
太
子
が
天
皇
に
即
位

す
る
こ
と
、
そ
の
場
合
は
高
松
宮
が
摂
政
と
な
る
こ
と
」（
一
〇
五

頁
）
な
ど
が
話
し
合
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
著
者
は
一
貫
し
て
、
迷

走
す
る
戦
争
指
導
体
制
を
描
い
て
行
く
。「
こ
こ
で
は
東
条
内
閣
総
辞

職
以
後
の
動
き
を
、
終
戦
工
作
の
開
始
と
い
う
観
点
か
ら
」
叙
述
し
、

「
天
皇
と
し
て
も
政
界
上
層
部
の
反
東
条
運
動
を
も
は
や
無
視
で
き
な

か
っ
た
」
と
し
て
、「
東
条
は
つ
い
に
天
皇
に
見
離
さ
れ
」、「
二
年
一

〇
か
月
続
い
た
東
条
内
閣
は
、
こ
の
年
（
昭
和
一
九
年
─
藤
田
注
）
七

月
一
八
日
に
総
辞
職
し
た
。」（
一
一
五
頁
）
と
す
る
。

　

こ
こ
で
、「
有
力
な
貴
族
出
身
と
し
て
天
皇
制
を
擁
護
す
る
責
務
を

痛
切
に
感
じ
て
い
た
近
衛
」
の
「
東
条
英
機
に
代
表
さ
れ
る
統
制
派
」

に
対
す
る
、「
皇
道
派
系
軍
人
に
シ
ン
パ
シ
ー
」（
一
一
九
頁
）
が
明

示
さ
れ
る
。

　
「
近
衛
と
し
て
は
、
い
ず
れ
日
本
が
敗
戦
に
追
い
込
ま
れ
た
場
合
、

国
体
護
持
の
た
め
に
は
、
戦
争
責
任
者
の
確
定
が
必
要
と
な
る
こ
と

を
予
測
し
、
そ
の
場
合
、
皇
室
に
そ
の
責
任
が
及
ば
な
い
た
め
に
開

戦
時
の
首
相
で
も
あ
る
東
条
に
一
切
の
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
得

策
と
す
る
考
え
」（
一
二
九
頁
）
を
抱
い
て
い
た
と
す
る
。

　

東
条
は
天
皇
に
結
局
、
見
離
さ
れ
辞
職
す
る
の
だ
が
、「
ど
の
時
点

で
何
を
契
機
に
、
天
皇
が
東
条
を
見
離
す
た
め
の
手
立
て
を
講
ず
る

か
」
が
、
問
題
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、「
依
然
と
し
て
東
条
に
未

練
を
残
し
、
同
時
に
一
定
の
戦
果
を
挙
げ
て
か
ら
で
な
い
と
、
早
期

和
平
に
気
乗
り
薄
で
あ
っ
た
天
皇
の
姿
勢
を
変
え
て
い
く
の
は
、
容

易
で
な
い
と
予
測
さ
れ
」
て
い
た
。「
こ
の
天
皇
の
早
期
和
平
を
躊
躇

す
る
姿
勢
は
、
東
条
退
陣
後
も
続
き
、「
終
戦
」
工
作
が
本
格
化
し
た

翌
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
初
頭
の
段
階
で
も
原
則
的
に
何
ら
変
わ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
沖
縄
戦
へ
の
天
皇
の
過
度
の
期
待

と
な
っ
て
現
れ
、
同
時
に
「
終
戦
」
工
作
の
実
現
を
大
幅
に
遅
ら
せ

る
最
大
の
原
因
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。」（
一
四
一
、
一
四
二
頁
）
と

明
言
し
、
古
代
以
来
の
神
話
を
背
負
っ
た
天
皇
が
、
聖
断
に
基
づ
い

て
「
詔
書
」
を
読
み
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
爾
後
の
歴
史
を
説
明
し
て

行
く
。

　

第
五
章　

動
揺
す
る
重
臣
た
ち
～
戦
争
の
継
続
か
終
結
か
～
で
は
、

「
打
倒
計
画
な
る
も
の
が
、
実
行
者
た
ち
の
意
思
が
固
め
ら
れ
て
一
致

し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
そ
こ
で
は
実
行
者
た
ち
の
あ
い
だ

に
も
戦
争
の
継
続
と
終
結
の
目
安
を
何
処
に
求
め
る
か
を
め
ぐ
り
、
混

乱
と
動
揺
が
絶
え
ず
浮
上
し
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。」（
一

四
五
頁
）
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近
衛
は
、
戦
争
責
任
の
所
在
を
東
条
の
戦
争
・
政
治
指
導
の
な
か

に
求
め
続
け
て
、「
停
戦
の
詔
勅
」
を
構
想
、「
こ
れ
に
よ
り
皇
室
と

臣
民
の
関
係
を
良
好
に
し
、
思
想
悪
化
、
革
命
勃
発
に
よ
る
国
体
の

危
機
を
多
少
に
て
も
緩
和
し
得
べ
き
か
」
と
し
て
、「
停
戦
は
速
や
か

な
る
を
要
す
」
る
理
由
は
「
只た
だ

々た
だ

国
体
護
持
の
た
め
な
り
」（
一
四
六

頁
）
と
断
言
し
て
い
る
。

　

東
条
内
閣
総
辞
職
後
、
朝
鮮
総
督
で
あ
っ
た
小
磯
国
昭
が
後
継
首

相
に
就
任
す
る
が
、
元
来
、「
予
備
役
に
編
入
さ
れ
て
い
た
小
磯
を
朝

鮮
総
督
に
抜
擢
し
、
中
央
政
界
に
進
出
す
る
機
会
を
与
え
た
の
は
東

条
で
あ
っ
た
」（
一
五
八
頁
）。
小
磯
は
「
確
か
に
統
制
派
人
脈
に
属

し
て
は
い
た
が
、
当
時
の
政
治
姿
勢
は
明
瞭
で
な
く
、
肝
心
の
戦
争

指
導
の
抱
負
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
全
く
不
明
で
あ
っ

た
。
そ
れ
だ
け
に
、
い
ず
れ
の
陣
営
か
ら
も
都
合
よ
く
解
釈
さ
れ
、
利

用
さ
れ
る
可
能
性
は
大
で
あ
っ
た
。」（
一
五
六
頁
）。
こ
の
「
小
磯
内

閣
下
で
と
も
か
く
「
終
戦
」
に
向
け
て
の
動
き
が
出
始
め
た
こ
と
は

注
目
に
価
す
る
。」（
一
五
〇
頁
）
と
説
く
。「
戦
争
終
結
対
策
の
眼
目

は
国
体
の
護
持
に
在
る
。」（
一
五
一
頁
）
と
い
う
高
松
宮
の
終
戦
工

作
方
針
が
、
そ
の
は
し
り
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
も
、「
天
皇
は
あ
く
ま
で
戦
意
を
喪
失
し
て

お
ら
ず
、
基
本
的
に
は
一
大
戦
果
を
挙
げ
な
い
う
ち
に
は
、
戦
争
終

結
へ
の
決
断
を
下
す
意
思
は
全
く
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。」（
一

七
五
頁
）
と
す
る
。「
近
衛
が
上
奏
文
に
お
い
て
、
国
体
護
持
を
究
極

の
目
的
と
す
る
な
ら
ば
、
早
期
の
戦
争
終
結
の
方
途
を
講
ず
る
べ
き

だ
と
強
調
」（
一
八
一
頁
）
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
引
続
く
「
天
皇

の
一
撃
論
と
、
早
急
な
戦
果
獲
得
を
期
待
す
る
無
謀
な
戦
争
指
導
が
、

沖
縄
の
運
命
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。」（
一
八
五
頁
）
と
の
語
で
、
第

五
章
は
終
る
。

　

第
六
章　

戦
争
終
結
に
舵
を
切
る
～
終
戦
工
作
の
開
始
と
展
開
～

は
、「（
終
脱
ヵ
）

戦
前
最
後
の
首
相
と
な
っ
た
鈴
木
貫
太
郎
海
軍
大
将
が
、
大
命

降
下
を
受
け
る
に
至
る
ま
で
の
経
緯
か
ら
始
」
ま
り
、
近
衛
の
「
我

国
体
か
ら
考
へ
て
申
し
上
げ
て
も
、
御
上
が
御
許
し
な
く
ば
如
何
と

も
難
し
い
。
狂
気
に
指
導
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

今
の
状
態
を
考
へ
る
と
、
ど

う
も
厭
世
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。」（
一
八
六
頁
─
傍
点
引
用
者
）

と
、
天
皇
自
身
戦
争
終
結
へ
の
意
欲
を
持
た
な
い
限
り
、
政
策
転
換

は
不
可
能
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
と
い
う
。

　
「
そ
の
天
皇
が
し
だ
い
に
終
戦
工
作
に
関
心
を
示
し
始
め
る
の
は
、

五
月
に
入
り
、
沖
縄
戦
で
日
本
軍
の
敗
北
が
決
定
的
と
な
り
、
さ
ら

に
ド
イ
ツ
が
連
合
軍
に
無
条
件
降
伏
（
五
月
七
日
）
し
て
か
ら
で
あ
っ

た
。」（
一
八
七
頁
）
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
天
皇
が
鈴
木
内
閣

成
立
当
初
よ
り
す
で
に
政
策
転
換
の
意
思
を
固
め
、
鈴
木
も
当
初
か
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ら
和
平
内
閣
と
し
て
自
ら
の
内
閣
を
位
置
づ
け
て
い
た
と
は
思
わ
れ

な
い
。」（
一
九
二
頁
）
と
す
る
。

　
「
天
皇
の
直
接
的
な
関
与
を
受
け
る
形
で
の
終
戦
工
作
し
か
あ
り
得

な
い
と
こ
ろ
に
来
て
い
た
。」（
二
〇
八
頁
）
と
い
う
こ
と
か
ら
、「
対

ソ
和
平
工
作
と
い
う
錯
誤
」（
二
一
二
頁
）
も
起
き
、
近
衛
文
麿
を
ソ

連
派
遣
特
使
へ
の
就
任
を
要
請
す
る
事
態
が
記
録
さ
れ
る
。

　

一
方
、
六
月
に
な
る
と
「
天
皇
は
主
導
権
を
発
揮
し
、
最
も
強
い

抵
抗
が
予
測
さ
れ
た
陸
軍
主
戦
派
に
戦
争
終
結
方
針
へ
の
同
意
を
強

要
」（
二
一
三
頁
）
す
る
に
至
る
。

　
「
天
皇
は
、
軍
部
を
切
り
捨
て
て
、
早
期
の
戦
争
終
結
こ
そ
が
国
体

護
持
の
最
善
の
方
法
と
説
い
て
い
た
近
衛
の
見
解
に
同
意
し
、
そ
の

近
衛
を
天
皇
の
代
理
と
し
て
対
ソ
交
渉
の
前
面
に
押
し
出
し
た
。」

（
二
二
一
頁
）
と
す
る
。
天
皇
の
親
書
は
「
天
皇
の
地
位
お
よ
び
天
皇

制
の
将
来
に
つ
い
て
の
保
証
を
と
り
つ
け
る
こ
と
が
交
渉
条
件
の
第

一
に
あ
り
、
連
合
国
側
の
無
条
件
降
伏
の
要
求
に
つ
い
て
、
そ
の
確

証
が
得
ら
れ
な
い
う
ち
は
戦
争
終
結
を
決
断
で
き
な
い
で
い
る
日
本

側
の
立
場
を
伏
せ
た
ま
ま
、
和
平
交
渉
進
展
の
障
害
は
一
方
的
に
英

米
側
に
あ
る
と
す
る
。」（
二
二
四
頁
）
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

第
七
章　

昭
和
天
皇
を
動
か
す
～
聖
断
方
式
採
用
の
背
景
～
は
、
戦

局
の
悪
化
が
表
面
化
し
て
来
た
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
一
〇
月
段

階
ま
で
時
間
軸
が
戻
り
、
論
考
は
進
む
。

　
「
レ
イ
テ
島
で
の
大
敗
北
と
前
後
し
て
重
臣
や
皇
族
の
な
か
に
は

「
国
体
」
の
危
機
到
来
の
認
識
が
深
ま
り
、
賀
陽
宮
は
、
近
衛
と
の
懇

談
の
席
で
、「
こ
れ
以
上
戦
い
を
継
続
す
る
こ
と
は
我
国
体
に
傷
つ
く

る
の
み
に
て
、
何
等
益
な
き
を
以
て
、
重
臣
等
は
転
換
に
努
力
す
べ

き
」
で
あ
る
と
発
言
し
て
い
た
。」（
二
二
五
頁
）
と
す
る
。
こ
の
認

識
は
近
衛
の
発
言
に
も
脈
打
っ
て
い
て
、
昭
和
二
〇
年
一
月
二
二
日

の
史
料
に
も
明
瞭
で
あ
る
が
、
そ
の
一
節
で
「
支
那
事
変
を
拡
大
し
、

対
英
米
戦
を
誘
発
し
た
る
張
本
人
の
陸
軍
が
依
然
と
し
て
残
つ
て
居

た
の
で
は
誰
が
出
て
も
収
拾
は
出
来
ぬ
」（
二
二
六
頁
）
と
、
近
衛
は

言
っ
て
い
て
、
陸
軍
主
戦
派
の
権
力
奪
取
の
方
策
を
追
求
す
る
。

　

天
皇
の
継
戦
意
思
に
は
根
強
い
も
の
が
あ
っ
た
が
、
近
衛
は
上
奏

文
で
「
敗
戦
（
此
の
言
葉
は
言
上
の
時
危
機
と
改
め
た
り
）
と
遺
憾
な

が
ら
最
早
必
至
な
り
と
存
候
」（
二
三
〇
頁
）
と
発
言
す
る
。「
天
皇

は
期
待
し
て
い
た
沖
縄
戦
が
完
全
に
敗
北
の
う
ち
に
終
わ
り
、
沖
縄

が
ア
メ
リ
カ
軍
の
手
に
落
ち
る
状
況
を
見
て
、
急
速
に
「
終
戦
工
作
」

を
支
持
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。」（
二
三
七
頁
）
と
す
る
。

　

揺
れ
動
く
天
皇
の
判
断
の
下
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
至
る
が
、

天
皇
は
国
体
護
持
に
こ
だ
わ
り
続
け
る
。
八
月
九
日
の
最
高
戦
争
指

導
会
議
構
成
員
会
議
で
も
、
無
条
件
受
諾
か
有
条
件
受
諾
か
を
め
ぐ
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り
議
論
と
な
り
、
国
体
護
持
だ
け
を
留
保
条
件
と
し
て
無
条
件
降
伏

と
い
う
選
択
を
選
ば
な
い
こ
と
に
落
着
く
（
二
六
〇
頁
）。

　

著
者
は
「
近
衛
は
終
始
政
策
転
換
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
が
天
皇
を
お

い
て
他
に
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
」（
二
三
六
頁
）
い
た
と
し
て
、
近

衛
の
思
想
と
行
動
を
把
握
し
て
い
る
が
、
私
た
ち
は
臣
民
国
家
日
本

の
思
想
と
行
動
を
理
解
す
る
に
当
り
、
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
は
天
皇
で
あ
っ

た
と
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
─
「
国
王
は
統
治
す
、
施

政
せ
ず
」
と
は
「
英
国
憲
法
」
の
「
法
語
」
と
し
て
あ
ま
り
に
も
日

本
で
は
そ
の
言
葉
通
り
に
諒
解
さ
れ
て
い
る
誤
り
に
つ
い
て
は
、
伊

藤
之
雄
『
昭
和
天
皇
と
立
憲
君
主
制
の
崩
壊
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
五
年
）
の
五
二
二
頁
の
「
徳
富
蘇
峰
の
イ
ギ
リ
ス
の
立
憲
君
主

制
イ
メ
ー
ジ
」
に
、
説
得
力
あ
る
記
述
が
あ
る
─
。

　

第
八
章　

動
揺
と
決
断
と
～
「
聖
断
」
決
定
の
経
緯
～
は
、
誰
が

聖
断
の
執
行
者
で
あ
る
か
を
論
じ
る
。
本
書
の
副
題
に
「
迷
走
す
る

戦
争
指
導
の
果
て
に
」
と
あ
り
、
ま
た
丸
山
眞
男
に
よ
り
無
責
任
の

体
系
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
る
日
本
社
会
で
あ
る
が
、
所
詮
人
間
の

集
ま
り
で
あ
る
以
上
、
誰
か
が
決
定
権
を
持
ち
、
そ
れ
を
行
使
す
る
。

そ
れ
が
天
皇
な
る
人
物
で
あ
る
。
機
能
不
善
に
陥
っ
た
徳
川
将
軍
権

力
の
体
制
は
、「
御
一
新
」
の
期
待
の
下
に
新
し
い
体
制
を
模
索
す
る

動
き
を
生
み
出
す
。
そ
の
中
か
ら
、
古
代
以
来
の
神
話
と
漢
語
由
来

の
概
念
・
用
語
を
基
軸
と
す
る
天
皇
制
臣
民
国
家
が
誕
生
し
た
こ
と

を
見
誤
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
、
イ
タ
リ
ア
で
ム
ッ
ソ
リ
ー

ニ
が
権
力
を
剥
奪
さ
れ
る
過
程
と
比
べ
て
見
れ
ば
よ
く
分
る
筈
で
あ

る
。

　
「
聖
断
方
式
の
採
用
を
迫
っ
た
の
は
、
高
松
宮
、
近
衛
、
細
川
ら
政

局
指
導
の
圏
外
に
置
か
れ
た
、
い
わ
ば
天
皇
の
側
近
宮
中
グ
ル
ー
プ

で
あ
っ
た
。」（
二
七
二
頁
）。

　

深
夜
の
御
前
会
議
が
開
か
れ
賛
否
相
次
ぐ
な
か
、
天
皇
の
思
召
し

と
い
う
形
で
出
席
し
て
い
た
枢
密
院
議
長
平
沼
騏
一
郎
は
東
郷
外
相

の
「
三
国
共
同
宣
言
に
挙
げ
ら
れ
た
る
条
件
中
に
は
天
皇
の
国
家
統

治
の
大
権
に
変
更
を
加
ふ
る
要
求
を
包
含
し
居
ら
ざ
る
こ
と
の
了
解

の
下
に
日
本
政
府
は
之
を
受
諾
す
」（
二
七
三
頁
）
と
す
る
提
案
に
賛

意
を
表
し
、
国
体
護
持
の
重
大
性
を
説
く
。
こ
の
会
議
の
場
で
、
次

の
よ
う
な
発
言
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。「
陛
下
は
皇
祖
皇
宗
に
伝
へ
る

責
任
あ
り
（
中
略
）
唯
国
体
の
護
持
は
皇
室
の
御
安
泰
は
、
国
民
全

部
戦
死
し
て
も
之
を
守
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
聖
断
に
依
っ
て
決
せ
ら
る

可
き
も
の
と
認
む
」（
二
七
七
頁
）。

　

か
く
し
て
、
聖
断
に
よ
る
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
が
決
定
さ
れ
る
。
一

〇
日
午
前
二
時
三
〇
分
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
も
天
皇
の
動
揺

と
変
節
が
あ
る
が
二
度
目
の
聖
断
が
下
り
「
終
戦
の
詔
書
」
が
下
る
。
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そ
こ
に
は
、「
朕
は
茲
に
国
体
を
護
持
し
得
て
忠
良
な
る
爾
臣
民
の
赤

誠
に
信
倚
し
爾
臣
民
と
共
に
在
り
」
と
の
文
言
が
あ
る
。

　
「
聖
断
」
の
位
置
と
い
う
一
節
（
三
〇
一
頁
）
で
、
著
者
は
「
旧
憲

法
に
お
け
る
天
皇
大
権
の
あ
り
様
か
ら
し
て
、
天
皇
は
、
本
質
的
に

は
国
家
意
思
の
決
定
主
体
と
は
な
り
得
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
聖
断
と
い
う
旧
憲
法
の
規
制
を
も
踏
み
越
え
た

形
式
に
よ
っ
て
し
か
、
日
米
開
戦
を
決
定
し
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争

を
終
結
に
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
、
天
皇
の
大
権

を
代
行
す
る
政
治
・
軍
事
機
構
が
、
そ
の
内
部
調
整
と
統
制
に
行
き

詰
っ
た
と
き
、
最
終
的
に
は
天
皇
の
権
威
を
背
景
と
す
る
調
整
と
統

合
に
依
存
す
る
し
か
な
い
国
家
体
制
で
あ
っ
た
こ
と
を
具
体
的
に
示

す
こ
と
に
な
っ
た
。」
と
、
私
た
ち
が
日
本
社
会
論
の
通
念
を
再
考
せ

ざ
る
を
得
ぬ
言
説
を
記
し
て
い
る
。

　

昭
和
一
〇
年
代
に
限
ら
ず
、
そ
の
元
年
以
来
度
々
首
相
は
交
代
し

た
が
、
そ
の
地
位
を
一
貫
し
て
保
っ
た
人
間
は
天
皇
で
あ
っ
た
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

二　

望
蜀
の
念

　

先
ず
臣
民
国
家
日
本
の
国
家
意
思
の
決
定
機
構
を
、
天
皇
な
る
漢

語
概
念
・
用
語
の
再
考
か
ら
始
め
る
。

　

東
郷
外
相
の
「
国
体
護
持
」
だ
け
を
留
保
条
件
と
す
る
以
外
は
一

切
の
条
件
付
け
を
不
可
と
す
る
一
条
件
降
伏
と
有
条
件
の
方
針
に
は

何
ら
の
疑
問
は
な
い
も
の
の
「
そ
れ
ば
か
り
か
条
件
を
ひ
と
つ
に
絞

る
か
、
四
条
件
（
一
、
皇
室
確
認　

二
、
自
主
的
撤
兵　

三
、
戦
争
責
任

者
の
自
国
に
お
い
て
の
処
理　

四
、
保
証
占
領
せ
ざ
る
こ
と
）
に
す
る
か

で
堂
々
め
ぐ
り
の
論
戦
」（
二
六
〇
頁
）
が
展
開
さ
れ
た
。

　

要
す
る
に
、
一
条
件
に
し
ろ
四
条
件
に
し
ろ
国
体
護
持
と
皇
室
の

安
泰
だ
け
が
、
関
心
の
中
心
で
あ
っ
た
。
中
華
文
明
の
支
配
す
る
北

東
ア
ジ
ア
の
辺
境
社
会
に
成
立
す
る
天
皇
称
号
は
、
近
世
末
期
・
近

代
日
本
に
古
代
以
来
の
神
話
を
背
負
っ
て
新
た
に
復
活
す
る
。
一
三

世
紀
以
来
、
天
皇
は
存
在
し
な
か
っ
た
社
会
に
、
天
保
一
一
（
一
八

四
〇
）
年
、
光
格
天
皇
の
諡
号
が
復
活
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『「
領
政
改
革
」
概
念
の
提
唱　

訓

詁
学
再
考
』（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
に
詳
論
し
た
。

　

こ
こ
で
考
え
る
べ
き
は
、
近
世
日
本
の
権
力
構
造
と
近
代
の
そ
れ

と
の
相
異
で
あ
る
。
近
世
の
将
軍
権
力
は
公
儀
と
し
て
全
土
に
君
臨

し
た
が
、
機
能
不
善
に
陥
り
広
く
唱
わ
れ
た
御
一
新
の
声
の
中
か
ら
、

新
た
に
臣
民
国
家
日
本
の
権
力
と
し
て
近
代
日
本
の
天
皇
権
力
が
育
っ

て
来
る
。
拙
論
「「
支
那
事
変
」
か
ら
「
大
東
亞
戦
争
」
へ
」（『
経
済

史
研
究
』
一
七
号
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
臣
民
国
家
は
、
日
本
型
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中
華
意
識
を
旨
と
す
る
徳
川
公
儀
体
制
と
は
異
な
る
、
李
朝
朝
鮮
と

清
朝
中
国
と
の
国
際
関
係
の
構
築
を
一
貫
し
て
追
求
し
、
遂
に
は
当

時
の
国
際
条
約
を
無
視
し
、
唯
我
独
尊
の
行
動
を
展
開
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。

　

著
者
は
「
お
わ
り
に
」
で
「
第
一
に
指
摘
す
べ
き
は
、
あ
る
意
味

で
偶
然
の
積
み
重
ね
の
な
か
で
開
始
さ
れ
た
戦
争
目
的
が
、
極
め
て

曖
昧
模
糊
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ

る
。」（
三
〇
七
頁
）、「
第
二
に
指
摘
す
べ
き
は
、
戦
争
目
的
（
こ
の
場

合
は
政
治
目
的
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
が
）
の
不
明
確
さ
に
絡
め
、
戦

争
指
導
そ
れ
自
体
も
結
局
は
、
各
組
織
や
一
政
治
家
、
一
軍
人
の
思

惑
に
左
右
さ
れ
て
一
貫
性
や
戦
略
性
を
著
し
く
欠
落
さ
せ
た
内
容
に

終
始
し
た
こ
と
で
あ
る
。」（
三
一
〇
頁
）
と
結
論
す
る
が
、
こ
れ
に

は
、
望
蜀
の
念
を
覚
え
る
以
上
に
、
私
は
す
こ
ぶ
る
疑
念
を
抱
く
。

　

白
馬
に
跨
が
る
軍
服
姿
の
天
皇
の
写
真
と
と
も
に
今
、
私
の
脳
裡

に
は
子
供
心
に
覚
え
た
旋
律
と
歌
詞
が
蘇
え
っ
て
い
る
。

　
　

天
に
代
り
て
不
義
を
討
つ

　
　

忠
勇
無
双
の
我
兵
は

　
　

歓
呼
の
声
に
送
ら
れ
て

　
　

今
ぞ
出
立
つ
父
母
の
国

　
　

勝
た
ず
ば
生
き
て
還
ら
じ
と

　
　

誓
ふ
心
の
勇
ま
し
さ

（
二
〇
一
四
年
五
月
七
日
）

纐
纈
厚
著
『
日
本
降
伏
─
迷
走
す
る
戦
争
指
導
の
果
て
に
─
』（
日
本
評

論
社
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
八
日
刊
、
四
六
判
、
ｖ
＋
三
五
二
頁
、
本

体
価
格
二
、
二
〇
〇
円
）

（
ふ
じ
た
　
て
い
い
ち
ろ
う
・
同
志
社
大
学
名
誉
教
授
）




